
2012.9　市報たく 6
多久市の収入の一部とするため、有料広告を掲載しています。
詳しくは、総務課広報広聴係　☎７５－２２８０　死koho@city.taku.lg.jp

行政からのお知らせ
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＊�
申
込
書
は
9
月
3
日
㈪
か
ら
多
久
市
役

所
建
設
課
で
も
配
布
し
ま
す
が
、
申
し

込
み
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

■問い合わせ　佐賀県営住宅指定管理者�佐賀管理室　☎25−2525

市内県営住宅の入居予備者を募集します

■問い合わせ　日本年金機構�佐賀年金事務所　� ☎31−4191
　　　　　　　多久市�市民生活課�保険年金係　�☎75−2159

国民年金保険料後納制度が始まります

　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年間の全期間、国民年金保
険料を納めていただくことで満額の老齢基礎年金を受給することができます。こ
れまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま 2年を超えると保険料を納めること
ができませんでしたが、本年10月から 3年間に限り、過去10年以内の納め忘れた
保険料を納めることができる後納制度が始まります。
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災
害
に
よ
り
国
税
の
申
告
、
申
請
、
請
求
、
納
税
な
ど
を
期
限
ま
で
に
で
き
な
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と
き
は
、

所
轄
税
務
署
長
へ
の
申
請
に
よ
り
、期
限
の
延
長
や
納
税
の
猶
予
が
で
き
る
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あ
り
ま
す
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岡
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岡
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秋の
交通安全県民運動

　期　間　

　 9 月21日㈮～
　　　30日㈰までの10日間

　運動のスローガン　

 「守ろう交通ルール
　高めよう
　交通マナー」  

■
対
象
と
な
る
未
納
期
間

　
平
成
14
年
10
月
分
以
降

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
郵
送
さ
れ
る
お
知
ら
せ
を

ご
覧
い
た
だ
き
、
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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付
期
間

　

平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら

平
成
27
年
9
月
30
日
ま
で
の
3
年
間　
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。
過
去
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年
以
内
の
保

険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
将
来
の
年
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額
を
増
や
し
、
年
金
の
受
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つ
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と

が
で
き
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な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
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険
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」
ま
た
は
佐
賀
年
金
事
務
所
に
お
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い

合
せ
く
だ
さ
い
。
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